
国民健康保険からのお知らせ
〈問い合わせ〉健康推進課  医療保険係国保担当 ℡（67）2704

〈問い合わせ〉熊本地方法務局 復興事業対策室 ℡ 096（364）2221
（平日：午前8時30分から午後5時15分まで）

（法務局からのお知らせ）
熊本地震により倒壊等した建物の

職権による建物取壊し登記作業について

　熊本地方法務局では、平成28年熊本地震によって倒壊等した建
物について、被災された人々の建物取壊しの登記申請の負担軽減を
図るとともに、被災地の速やかな復興のため、県内の被災地域にお
いて、所有者の申請によらずに登記官の職権で建物取壊しの登記を
行ってまいりましたが、取壊しの登記が行われていない建物が残っ
ている可能性があります。
　つきましては、登記されている建物で、建物の全部が公費解体等
により取り壊されたにもかかわらず、未だ取壊しの登記がされてい
ない場合は、平成30年12月28日までに、問い合わせ先までご連
絡願います。

震災により倒壊等した建物ではあるが…
①建物の破損・解体が一部分である場合
②1つの登記記録に2棟以上の建物（例えば居宅と物置など）
が存在し、その全ての建物が解体等されていない場合

〜
阿
蘇
保
健
所
か
ら
の
お
知
ら
せ
〜

飼
い
猫
避
妊
手
術
費
助
成
に
つ
い
て

　
動
物
愛
護
の
精
神
お
よ
び
動
物
の
適
切
な
飼
養
の
啓
発
を
図
る
こ

と
、
な
ら
び
に
地
域
環
境
の
保
全
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
前
年

度
に
引
き
続
き
、
本
年
度
も
次
の
と
お
り
助
成
事
業
を
行
う
こ
と
と

な
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
受
付
期
間

　
9
月
3
日（
月
）〜
10
月
5
日（
金
）

　（
土
・
日
・
祝
日
除
く
）

■
対
象

　
阿
蘇
地
域
在
住
で
、
メ
ス
猫
を
飼
養
し
て
い
る
人

　（
避
妊
手
術
は
阿
蘇
地
域
の
開
業
動
物
病
院
に
限
り
ま
す
）

■
助
成
額
　
５
，
０
０
０
円

＊
助
成
の
対
象
と
な
る
の
は
１
世
帯
２
頭
ま
で
で
す
。

＊
申
込
の
際
に
は
本
人
確
認
書
類
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

＊
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す（
上
限
50
頭
）。

＊
抽
選
結
果
は
、
受
付
期
間
終
了
後
30
日
以
内
に
文
書
に
て
通
知

し
ま
す
。

＊
決
定
通
知
が
届
い
た
後
に
、
手
術
の
予
約
申
込
を
し
て
く
だ
さ

い
。

 〈
問
い
合
わ
せ
・
窓
口
〉

　
阿
蘇
地
域
動
物
愛
護
推
進
協
議
会
事
務
局

　（
阿
蘇
保
健
所
衛
生
環
境
課
内
）

　
阿
蘇
市
一
の
宮
町
宮
地
２
４
０
２
番
地

　
℡
０
９
６
７（
２
４
）９
０
３
５

職権による取壊しの
登記の対象とならない建物

　
村
国
民
健
康
保
険
で
は
、
人
間
ド
ッ
ク
受
診
者

で
健
診
結
果
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
村
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
に
対
し
、
補
助
を
行
い
ま
す
。

　
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
人
で
す
。

⒈
　
人
間
ド
ッ
ク
の
受
診
時
に
お
い
て
村
国
民
健
康

保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
。

⒉
　
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
し
よ
う
と
す
る
日
の
属
す

る
年
の
年
度
中
に
40
歳
以
上
と
な
る
人
。

⒊
　
申
請
日
に
納
期
限
が
到
来
し
た
国
民
健
康
保
険

税
を
完
納
し
て
い
る
世
帯
で
あ
る
こ
と
。

⒋
　
当
該
年
度
に
、
村
特
定
健
康
診
査
を
受
診
し
て

い
な
い
人
。

※
同
一
年
度
内
に
人
間
ド
ッ
ク
補
助
と
特
定
健

診
受
診
ど
ち
ら
も
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

⒌
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律（
昭
和
57

年
法
律
第
80
号
）に
規
定
す
る
特
定
健
康
診
査
お

よ
び
特
定
保
健
指
導
に
当
該
人
間
ド
ッ
ク
の
検

査
デ
ー
タ
を
利
用
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
人
。

⒍
　
人
間
ド
ッ
ク
受
診
の
結
果
、
特
定
保
健
指
導
な

ど
の
対
象
者
と
な
っ
た
場
合
に
当
該
指
導
を
受

け
る
こ
と
に
同
意
す
る
人
。

■
補
助
対
象
者

•
1
日
ド
ッ
ク
、
2
日
ド
ッ
ク

と
も
に
6
，
5
0
0
円

■
補
助
金
の
額

•
服
薬
歴
、
既
往
歴
お
よ
び
生
活
習
慣
に
関
す
る
項
目

•
自
覚
症
状
な
ど

•
身
長
、
体
重
、
B
M
I
、
腹
囲
、
血
圧

•
身
体
診
察

•
中
性
脂
肪
、
H
D
L
、
L
D
L
、
総
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル

•
A
S
T（
G
O
T
）、
A
L
T（
G
P
T
）、γ
‐
G
T（
γ
‐
G
T
P
）

•
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
A
1
c
、
空
腹
時
血
糖（
ま
た
は
随
時
血
糖
）

•
尿
糖
、
尿
蛋
白

•
血
色
素
量
、
赤
血
球
数
、
ヘ
マ
ト
ク
リ
ッ
ト
値

•
心
電
図
検
査

•
眼
底
検
査

•
医
師
の
判
断
欄
の
記
載

■
提
供
し
て
い
た
だ
く
必
要
な
項
目

•
平
成
31
年
3
月
29
日（
金
）

ま
で

■
申
請
期
限

•
保
険
証

•
領
収
証

•
受
診
結
果
票

•
印
鑑

•
振
込
口
座
の
わ
か
る
も
の

■
申
請
に
必
要
な
物

村
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
に
対
し
、
補
助
を
行
い
ま
す
。

　
広
報
み
な
み
あ
そ
８
月
号
5
ペ
ー
ジ
掲
載
の「
国
民
健
康
保

険
か
ら
の
お
知
ら
せ
」は
、
70
歳
以
上
の
方
の
高
額
療
養
費
自

己
負
担
限
度
額
に
つ
い
て
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

　
対
象
年
齢
に
つ
い
て
の
表
示
が
も
れ
て
お
り
、
わ
か
り
に
く

い
掲
載
に
な
っ
た
こ
と
を
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

訂
正
と
お
詫
び
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